
研究成果有体物提供の基本的な流れ

本学研究者

研究成果有体物届出書を提出
（所属部局等の長を経由）

理事（学術・社会連携担当）の承認

MTA締結

研究成果有体物の提供

有体物提供奨励金
（有償提供の場合）

主として学術・社会連携室(知的財産部)側のプロセス

学術・社会連携室 知的財産部
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主として研究者・部局側のプロセス

提供を受ける側

学術・社会連携室知的財産部
令和３年６月１日


